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5． 事業計画   

 事業スケジュール 5-1

本公園の再生修復事業は概ね 5か年を予定する。整備は、本公園の利用や地形区分等も考慮して

段階的な整備を想定する。 

 

[前期整備] 

・再生修復の前期整備では、市民要望の多い遊具空間の整備や本公園の課題である駐車場整備を先

行するものとし、子どもの広場、第２駐車場を中心とする公園上部エリアを対象とする。 

・駐車場充実の観点から、第３、４駐車場、大型駐車場も一体的に実施する。この他、公園の修景

上の課題である壁泉部の改修として水の広場の整備を先行する。 

 

[後期整備] 

・第 1段階を除く、中央広場、自由広場の再生修復、及び健康運動施設等の整備を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 H30 H31 H32 H33 H34 

 
実施設計 整備工事   

 

 

   実施設計 整備工事 
 

 

図 再生修復整備事業スケジュール 

 

  

前期整備 

後期整備 
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参考資料  

（１） 伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会の経過 

伊勢原市総合運動公園について敷地内の施設等を見直し、合わせて市のシンボル公園として伊勢

原市の将来像を踏まえた公園整備のあり方や新たな魅力形成の検討を行い、再生修復方針を策定す

ることを目的として、平成 29 年 12 月 26 日に伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会を設

置しました。 

会議 年月日 内容等 

第 1回 平成 29 年 12 月 26 日 

■伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会の設置 

■総合運動公園に係る課題の確認 

■再生修復事業の考え方の検討 

第 2回 平成 30 年 2 月 22 日 
■再生修復事業に係る土地利用計画の検討 

■     〃   施設整備内容の検討 

第 3回 平成 30 年 4 月 20 日 
■再生修復事業計画の検討 

■総合運動公園再生修復方針のまとめ 

 

（２） 伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会委員 

（敬称略） 

所属団体等 氏名 備考 

東京農業大学地域環境科学部 造園科学科 准教授 福岡 孝則 委員長 

伊勢原市自治会連合会  髙山 廣一 副委員長 

伊勢原市体育協会会長  田中   昇  

伊勢原市観光協会代表理事  目黒   仁  

児童委員・民生委員 主任児童委員  岩﨑  敏一  

伊勢原市小学校校長会長  籾山 忠範  

元気な伊勢原づくり協同事業体（総合運動公園指定管理者） 高木 通彰  

公募による市民  山宮 康延  

公募による市民  稲葉 雅弘  

＊所属団体は、委員を委嘱した時の所属団体等を記載しています。 
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（３）伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会設置要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会設置要綱 

 

（名称） 

第１条 この会は、伊勢原市総合運動公園再生修復方針検討委員会（以下「委員会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 伊勢原市総合運動公園については、昭和 63 年に供用開始して以来 28 年が経過し、

施設の経年劣化等が指摘されている。さらには人口減少・少子高齢化・市民ニーズの多様

化などにより、公園の役割も変化している。そうした状況に的確に対応していくため、立

地条件や再整備のための課題や条件を整理し、総合運動公園再生修復に係る基本的な方

針、配置計画などを検討することを目的とする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員は、優れた識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長 1名を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。 

３ 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の出席を求めることができる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、都市部みどり公園課において処理する。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成 29 年 12 月 26 日から実施する。 

 


